
【補助の内容】

◆補助額 月額家賃から住宅手当、駐車場利用料、共益費等を引いた実質負担額の１／２（上限２万円）

を補助。最長で１２か月分、最高２４万円を補助します。

◆補助金の対象期間

対象の住宅に住民票を移した月または、申請する年度の４月のいずれか遅い方の月から１２ヶ月間が

補助金の算定対象期間となります。

例）令和８年１月に転入した世帯が、令和８年３月に対象の住宅に住民票を移し、令和８年６月に申請した場合⇒

令和８年４月～令和９年３月が補助金の算定対象期間となります。

転入世帯が、みやま市内の賃貸住宅等に住む場合に

年額最大２４万円を補助します！

【補助を受けるための要件】 以下の全てを満たす必要があります。

（１） 市内の民間賃貸住宅等に新規に契約を締結し、本市の住民基本台帳に転入者と同一世帯として

記録されている２親等以内の親族であること。

（２） 転入者が次に掲げる事項のいずれかに該当する方

①本市を主たる勤務地として就業している方

②本市において起業し、事業を行っている方

③本市において第１次産業に従事している方

（３） ３年以上みやま市に定住する意思を持っていること。

（４） 生活保護法の住宅扶助などの公的家賃補助等をうけていないこと。

（５） 家賃および市税を滞納していないこと。

（６） 補助対象世帯の構成員に、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含

まれていないこと。

（７） 申請を行う日において、転入してから６か月以内の転入世帯であること。

提出書類や補助金受け取りの流れは裏面へ↓

転入世帯家賃補助
みやま市

【対象の住宅】

「民間賃貸住宅」もしくは、「会社の寮など、事業者が提供する住宅」のいずれかに居住している方

※以下の住宅は補助対象外です。

（１）市営住宅などの公的賃貸住宅（定住促進住宅を除く）

（２）親族（転入者の２親等以内）が所有する住宅

（３）短期賃貸住宅



【アンケート回答のお願い】

補助制度の利用に関する簡単なアンケートにご協力ください。

右記のQRコードを、スマートフォン等で読み取って回答してください。

※アンケートにご回答いただいた方にみやま市のゆるキャラ「くすっぴー」

の缶バッジをプレゼントします。（回答後、総合政策課・窓口でお尋ねください。）

【支払いの流れ】

・対象の住宅に住民票を移した月または、申請する年度の４月のいずれか遅い方の月から１２ヶ月間が補助

金の算定対象期間となります。例）令和８年３月に対象の住宅に転入した世帯が令和８年６月に申請した場合

⇒令和８年４月～令和９年３月が補助金の算定対象期間となります。

・支払時期は、年度ごとに２回（１０月、４月）です。

・最後の支払いは、補助金の算定対象期間終了月の翌月（書類提出後）となります。

例）令和８年６月～令和９年５月が補助金の算定対象期間の方には、以下のとおり３回に分けて支払います。

⇒①令和８年１０月（６～９月分）、②令和９年４月（令和８年１０月～令和９年３月分）、③令和９年６月（４・５月分）の３回支払

≪問い合わせ≫
みやま市 総合政策課 政策推進係 ℡0944-64-1550 mail：promo@city.miyama.lg.jp

（〒835-8601 福岡県みやま市瀬高町小川5）

【申請手続き】

補助要件の期限内に、下記の書類を提出してください。

※複数回の支払いとなるため、手続きに必要となる書類について、まとめて提出をお願いしております。

（１） 申請書（２枚） ※１枚は、日付を記入しないでください。

（２） 誓約書（１枚）

（３） 請求書（３枚） ※日付、補助対象月、請求金額は記入しないでください。

（４） 住宅の賃貸借契約書の写し※家賃の額と、契約者の氏名・押印が記載されているページ

（５） 【お勤めの方】就労証明書(様式第３号)

【起業している方】登記事項証明書または、確定申告書等の写し

【第１次産業に従事している方】確定申告書等の写し

（６） アンケート（インターネット回答）

※住宅の契約者が申請者となります。

【最終支払い時の手続き】

補助金の最終支払い（補助金の算定対象期間終了後）時期に、下記書類を提出してください。

（１） 住宅手当支給証明書

（２） 家賃を支払ったことが証明できる書類（通帳の写し、管理会社が発行する領収書等）

（３） 【お勤めの方】就労証明書(様式第３号)

【起業している方】・【第１次産業に従事している方】確定申告書等の写し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

前期分支払い 後期分支払い

← 前期（4月～9月） → ← 後期（10月～3月） →


